
宮城県公立高等学校等学び直しへの支援金支給要綱 

 

 （目的） 

第１ この要綱は，高等学校等を中途退学した後，再び県内の公立高等学校等で学び直す者に対して，

高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成２２年法律第１８号。以下「法」という。）に基づ

く高等学校等就学支援金（以下「就学支援金」という。）の支給期間である３６月（定時制・通信制

は４８月）の経過後も，卒業までの間，継続して宮城県公立高等学校学び直しへの支援金（以下「学

び直しへの支援金」という）を支給することを目的とする。 

 

 （定義） 

第２ この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

（１）高等学校等 法第２条に規定する高等学校等 

（２）保護者等 法第３条第２項第３号及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令（平成２２

年政令第１１２号）第１条第１項並びに高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則（平成２

２年文部科学省令第１３号。以下「省令」という。）第２条第２項に規定する保護者等 

 

 （対象者） 

第３ 学び直しへの支援金の対象となる者は，次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１） 日本国内に住所を有する者 

（２）県内の公立高等学校等（専攻科及び別科を除く。）に在学している者 

（３）高等学校等（修業年限３年未満のものを除く。）を卒業又は修了していない者 

（４）法第３条第２項第２号に該当する者（高等学校等に在学した期間が通算して３６月を超える者（定時 

制及び通信制は４８月）） 

（５）平成２６年４月１日以降に県内公立高等学校等に入学した者（法第５条に規定する就学支援金の受給

権者であった者又は法第３条第２項第３号に該当することにより就学支援金の受給資格の認定を受け

なかった者（同号に該当することを予測し，就学支援金の受給資格の認定申請を行わなかった者を含

む。）） 

（６）高等学校等を退学したことのある者 

（７）前各号のいずれにも該当することとなったときから，高等学校等に在学した期間が通算して２４月未

満である者 

（８） 保護者等の経済的負担を軽減する必要があると認められる者（法第３条第２項第３号に該当しない者） 

２ 前項第４号の規定は，省令第７条第４項に規定する単位数の合計が７４を超える者については適用しな

い。 

 

（支援金の額） 

第４ 学び直しへの支援金の額は，法第６条の規定に基づき支給される就学支援金に相当する額とし，下表

の支給限度額を上限として支給対象高等学校等の授業料又は受講料（以下「授業料等」という。）の月額

に相当する額を支給する。なお，生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料等を設定している場合の支

給限度額についても，下表の支給限度額と同じ額とし，省令第７条第２項の１単位あたりの支給限度額及



び同条第３項の年間の支給上限単位数（３０単位）並びに同条第４項の通算の支給上限単位数（７４単位）

に関する規定は適用しないものとする。 

＜学び直しへの支援金の支給限度額（月額）＞ 

 高等学校・中等教育学校 
特別支援学校 高等専門学校 専修学校 各種学校 

公 立 
全日制 定時制 通信制 

9,900円 2,700円 520円 400円 9,900円 9,900円 9,900円 

  

（支給期間） 

第５ 学び直しへの支援金の支給期間は，第３第１項第１号から第６号のいずれにも該当することとなった

ときから，高等学校等に在学した期間を通算して２４月までとする。 

 

（受給資格の認定） 

第６ 学び直しへの支援金の支給を受けようとするときは，様式第１号又は様式第１号の２による申請書に，

省令第３条第１項に規定する保護者等の個人番号カードの写し等（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カード

の写しその他これに類する書類をいう。以下同じ。）又は課税証明書等を添付して，在学する高等学校等

の長（市町村立高等学校等に在学する者にあっては，市町村長。以下，「学校長等」という。）を経て知事

に申請し，受給資格の認定を受けなければならない。 

２ 知事は，前項の認定をしたときは，様式第２号により，認定をしなかったときは，様式第３号により，

それぞれ申請者に対し通知しなければならない。 

 

（支給方法） 

第７ 知事は，第６第１項の認定を受けた者（以下「受給権者」という。）に対し，学び直しへの支援金を支

給する。 

２ 学び直しへの支援金の支給は，受給権者が第６第１項の認定の申請をした日（以下「申請日」という。）

の属する月（受給権者がその月の初日において在学していないときは，その翌月。ただし，月の初日以外

に入学した場合において，宮城県立高等学校学則（昭和２５年宮城県教育委員会規則第３３号）第５条第

２項の例によるときは当該月）から開始し，学び直しへの支援金を支給すべき事由が消滅した日の属する

月で終了する。 

３ 受給権者がやむを得ない理由により第６第１項の認定の申請をすることができなかった場合において，

やむを得ない理由がやんだ後１５日以内に申請をしたときは，やむを得ない理由により当該認定の申請を

することができなくなった日を申請日とみなして，前項の規定を適用する。 

 

（代理受領等） 

第８ 学校設置者は，その設置する高等学校等に在学する受給権者に支給すべき学び直しへの支援金を代理

受領し，当該受給権者の授業料等に係る債権の弁済に充てるものとする。この場合においては，当該受給

権者に対し，学び直しへの支援金の支給があったものとみなす。 

２ 前項の場合にあっては，学校設置者は，当該受給権者から委任を受けるものとする。 

 



（支給事由消滅の通知及び届出） 

第９ 知事は，受給権者に係る学び直しへの支援金の支給事由が消滅したときは，その旨を受給権者であっ

た者に対し，通知しなければならない。ただし，消滅した事由が卒業又は修了による場合は除くものとす

る。 

２ 前項の通知は，法第３条第２項第３号に規定する所得制限に該当することにより消滅した場合は，様式

第４号により，転学，退学等所得制限以外により消滅した場合及び第５に規定する支給期間を満了した場

合は，様式第５号により行うものとする。 

 

（支給額の通知） 

第１０ 知事は，第６第１項の認定を行い，最初の学び直しへの支援金を支給するときは，様式第６号によ

る支給の額の通知を，各年度の７月から当該年度の翌年度の６月までの間における最初の学び直しへの支

援金を支給するときは，様式第７号による支給の額の通知をそれぞれ受給者に通知しなければならない。 

 

（支給の停止等） 

第１１ 知事は，受給権者が在学する高等学校等を休学した場合において，受給権者が申し出たときは，学

び直しへの支援金の支給を停止する。 

２ 前項の申出は，受給権者が様式第９号による支給停止申出書を学校長等を経て知事に提出することによ

って行うものとする。 

３ 第１項の申出をした受給権者が，同項に規定する場合に該当しなくなったときは，様式第１０号による

支給再開申出書に収入状況届出書等（様式第１１号又は様式第１１号の２による届出書に保護者等の個人

番号カードの写し等又は課税証明書等を添付したものをいう。第１２第１項及び第２項において同じ。）

を添付して，学校長等を経て知事に提出しなければならない。ただし，この要綱により既に保護者等の個

人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出している場合にあっては，当該申出書の提出のみで足りる

ものとする。 

４ 知事は，第１項の申出により支給を停止したとき又は前項に規定により支給を再開したときは，その旨

を当該申出を行った受給権者に対し，様式第１２号による支給停止通知又は様式第１３号による支給再開

通知を行わなければならない。 

５ 第１項の申出により支給を停止する期間は，申出書を提出した日の属する月の翌月（申出をした日が月

の初日である場合は当該月。）から第３項の申出をした日の属する月（申出書を提出した日が月の初日で

ある場合は，その日の属する月の前月。）までとする。 

６ 前項の期間は，第３第１項第７号及び第５の期間の計算から除くものとする。 

 

（収入状況の届出等） 

第１２ 受給権者（第１１第１項の規定により学び直しへの支援金の支給が停止されている者を除く。以下

第１２において同じ。）は，毎年度，７月末までに収入状況届出書等を学校長等を経て知事に提出しなけ

ればならない。ただし，この要綱により既に保護者等の個人番号カードの写し等を提出している場合にあ

っては，この限りでない。 

２ 前項の規定に関わらず，受給権者は，当該受給権者の保護者等について変更があったときは，収入状況

届出書等を速やかに学校長等を経て知事に提出しなければならない。ただし，この要綱により既に保護者



等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出している場合には，これを添付することを要しない

こととする。 

３ 知事は，前２項の規定による届出があった場合において，当該届出を行った者が法第３条第２項第３号

に規定する所得制限に該当するときは，第９第２項によりその者に対して通知しなければならない。 

４ 受給権者は，氏名を変更したときは，その旨を学校長等を経て知事に届け出なければならない。 

 

 （支給の一時差し止め） 

第１３ 知事は，受給権者が，正当な理由がなく第１２の規定による届出をしないときは，学び直しへの支

援金の支給を一時差し止めることができる。 

２ 前項の学び直しへの支援金の支給を一時差し止める場合は，当該受給権者に対して，様式第１４号によ

る支給一時差し止めの通知を行わなければならない。 

 

（給付実績証明書） 

第１４ 知事は，受給権者又は受給権者であった者から給付実績証明の請求があった場合には，様式第１５

号により支給実績証明書を発行しなければならない。 

 

 （補足） 

第１５ この要綱に定めるもののほか，学び直しへの支援金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は，平成２６年６月２７日から施行し，同年４月１日から適用する。 

  附 則 

この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は，令和元年７月１７日から施行し，平成３１年４月１日から適用する。 

 

 


